１８川健障計第４５５号　

平成１８年１０月２３日　

関係事業所長　様

川崎市健康福祉局障害保健福祉部長　

新体系サービスにおけるサービスの提供、利用並びに利用者負担の請求等について（通知）

　平素より障害保健福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

　10月1日より障害者自立支援法が施行され、新たなサービス体系が開始されているところですが、新たなサービス体系に基づくサービスの提供、利用並びに利用者負担の請求等について、統一的運用が確保されていない事例が見られますので、取扱いにつき、次の通り通知いたします。

１　重度訪問介護及び行動援護における移動の支援について

　重度訪問介護及び行動援護については、地域生活支援事業の移動支援事業と異なり、従前の外出介護と同様に、自宅を起終点とする外出が必須であり、また、外出中におけるプール等の活動についてのヘルパーの支援は認められない。

２　行動援護、移動支援及びふれあいガイドにおけるサービスの提供・利用について

　行動援護、移動支援及びふれあいガイドについて、報酬基準は、それぞれ4時間30分以上若しくは5時間超で設定されており、5時間以上のサービス提供・利用がある場合は、行動援護、移動支援及びふれあいガイドそれぞれによる連続利用を原則とする。外出前後に係る身支度や後片付け等は、これらサービスの一環であり、他のサービスにより代替されるものではなく、これらサービスの前後に身体介護やあんしんサポートを連続して提供、利用することは、当該時間帯に居宅において、移動に係らない身体介護や見守りを必要とする場合を除いて、できない。

３　自宅以外を起終点とした場合の、当該地点までのヘルパー交通費の利用者負担について

　新しい移動支援事業では、自宅以外を起終点とした支援を認めているところだが、その際、当該支援の起終点までのヘルパーの交通費については、事業所が定めるサービス提供地域の区域内の場合は、利用者に負担を求めることはできないが、区域外の場合は、事業所から当該支援の起終点までの交通費を利用者に求めることができる。（移動支援・生活サポート事業説明会質問票回答／54行目）

４　共同生活介護、共同生活援助利用者の通院について

　共同生活介護、共同生活援助利用者の通院については、サービス管理責任者は、利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、必要な支援を行うことがサービス管理責任者の責務として位置づけられていることから、原則としてサービス管理責任者の責において支援がなされるものである。よって、通院にかかる支援は、当該事業者の従業者によって行われることが原則であり、これに拠ることができないやむを得ない事情がある場合については、個別の事情を勘案するものとする。

５　共同生活介護、共同生活援助利用者の定期的な行動援護等の利用について

共同生活介護、共同生活援助利用者に、行動援護等の移動支援系サービスを食事等の時間帯に定例的に利用させ、共同生活介護、共同生活援助事業の業務の一部を、他のサービスによって代替させるかのような事例が散見されるが、これら移動系サービスは、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするための支援であって、利用者の発意に基づいて利用されるべきものである。共同生活介護、共同生活援助事業者の運営上の都合等のため、事業者の発意に基づき、これら移動系サービスを利用させることはできない。

６　通所による日中活動系サービス利用者の通院について

　通所による日中活動系サービス利用者については、通院に係る支援を受ける場合は、日中活動系サービス事業者の報酬を、原則として算定することができないこととしているが、通院に係る支援を受けた場合であっても、その日のうちに、当該事業所若しくは施設において3時間以上の支援を実施した場合については、日中活動系サービスの事業者の報酬を算定することができることと改める。また、現在特例を認めていない就労移行支援事業及び就労継続支援事業についても、この取扱いの対象とする。なお、この取扱いは、11月1日から適用することとするので、支給決定内容の変更が必要な利用者については、変更申請に係る支援を願いたい。

障害計画課　障害者自立支援運用担当　　

　　　電話　　　　200－2927（内33622）　　

　　　FAX　　　　200－3932（内33799）　　

　　　E-mail　　　35syokei@city.kawasaki.jp　






